
平成™�年˜月˜�日 金曜日 (号外第 号)官 報
1
4
「【
提
出
物
件
の
目
録
】」の
欄
に
は
、
手
続
に
係
る
書
類
名
及
び
当
該
書
類
の
通
数
を
記
載
す
る
。

1
5
「（【
提
出
日
】
平
成

年
月

日
）」に
は
、
可
能
な
限
り
提
出
す
る
日
を
記
載
す
る
。

1
6
と
じ
方
は
可
能
な
限
り
左
と
じ
と
し
、
容
易
に
分
離
し
、
と
じ
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
等
を

用
い
て
と
じ
る
。

1
7
申
請
書
等
が
複
数
枚
に
わ
た
る
と
き
は
、
各
ペ
ー
ジ
の
上
の
余
白
部
分
の
右
端
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
入
す
る
。

1
8
各
用
紙
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
抹
消
、
訂
正
、
重
ね
書
き
又
は
行
間
挿
入
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

1
9
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
添
付
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
と
き
は
、「【
提
出
物
件
の
目
録
】」の

欄
の
次
に「【

物
件

名
】」の
欄
を
設
け
て
、
当
該
添
付
書
面
の
書
類
名
を
記
載
し
、更
に
そ
の
次
に「【
援
用
の
表
示
】」の
欄
を
設
け
て
、

援
用
さ
れ
る
当
該
添
付
書
面
が
提
出
さ
れ
た
手
続
に
係
る
出
願
の
表
示
を
記
載
す
る
。

様
式
第
２
（
第
４
条
関
係
）

【
書
類
名
】
審
査
請
求
料
軽
減
申
請
書
（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移

転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
）

（【
提
出
日
】
平
成

年
月

日
）

【
あ
て
先
】
特
許
庁
長
官

殿
【
出
願
の
表
示
】

【
出
願
番
号
】

【
申
請
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
代
理
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
申
請
の
理
由
】

【
提
出
物
件
の
目
録
】

〔
備
考
〕

１
「【
出
願
の
表
示
】」の
欄
の「【
出
願
番
号
】」に
は
、「
特
願
〇
〇
〇
〇
`
〇
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
特
許
出
願
の

番
号
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、出
願
の
番
号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は「【
出
願
番
号
】」を「【

出
願
日
】」と
し
、

「
平
成

年
月

日
提
出
の
特
許
願
」
の
よ
う
に
特
許
出
願
の
年
月
日
を
記
載
し
、「【
出
願
日
】」の

次
に「【
整
理
番
号
】」の
欄
を
設
け
て
、
当
該
出
願
の
願
書
に
記
載
し
た
整
理
番
号
を
記
載
す
る
。
ま
た
、
国
際
特
許

出
願
に
つ
い
て
、
出
願
の
番
号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は「【
出
願
番
号
】」を「【

国
際
出
願
番
号
】」と
し
、「
Ｐ

Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
国
際
出
願
番
号
を
記
載
す
る
。

２
「【
申
請
の
理
由
】」の
欄
に
は
、「
審
査
請
求
料
の
軽
減
（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事

業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
２
項
） 」又
は
「
審
査
請
求
料
の
軽
減
（
大
学
等
に
お
け
る
技
術

に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
1
3条
第
４
項
）」の
よ
う
に
記
載
す
る
。

３
そ
の
他
は
、
様
式
１
の
備
考
１
か
ら
３
ま
で
、
備
考
５
か
ら
1
2ま
で
、
備
考
1
4か
ら
1
9ま
で
と
同
様
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年

一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中「
他
の
申
請
書
の
提
出
に
係
る
手
続
」

と
あ
る
の
は
、「
他
の
申
請
書
の
提
出
に
係
る
手
続
（
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
続
を
含

む
。）」
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
劇
薬
の
部
有
機
薬
品
及
び
そ
の
製
剤
の
項
中
第
二
十
五
号
の
七
を
第
二
十
五
号
の
八
と
し
、
第
二
十
五
号

の
二
か
ら
第
二
十
五
号
の
六
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五
の
二

（
二
Ｅ
）
e

Ｎ
e

﹇
四
e

（
三
e

ク
ロ
ロ
e

四
e

フ
ル
オ
ロ
ア
ニ
リ
ノ
）
e

七
e

｛﹇（
三
Ｓ
）
e

オ
キ
ソ
ラ
ン
e

三
e

イ
ル
﹈
オ
キ
シ
｝
キ
ナ
ゾ
リ
ン
e

六
e

イ
ル
﹈
e

四
e（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）ブ
タ
e

二
e

エ
ナ
ミ
ド
（
別
名
ア
フ
ア
チ
ニ
ブ
）、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

別
表
第
三
劇
薬
の
部
有
機
薬
品
及
び
そ
の
製
剤
の
項
中
第
二
十
六
号
の
三
十
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
六
の
三
十
五

Ｎ
e

（
四
・
六
e

ジ
ア
ミ
ノ
e

二
e

｛
一
e﹇（
二
e

フ
ル
オ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
﹈
e

一

Ｈ
e

ピ
ラ
ゾ
ロ
﹇
三
・
四
e

ｂ
﹈
ピ
リ
ジ
ン
e

三
e

イ
ル
｝
ピ
リ
ミ
ジ
ン
e

五
e

イ
ル
）
e

Ｎ
e

メ
チ
ル
カ
ル

バ
ミ
ン
酸
メ
チ
ル
（
別
名
リ
オ
シ
グ
ア
ト
）
及
び
そ
の
製
剤

別
表
第
三
劇
薬
の
部
有
機
薬
品
及
び
そ
の
製
剤
の
項
中
第
九
十
六
号
の
二
十
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
十
六
の
二
十
四

ブ
レ
ン
ツ
キ
シ
マ
ブ

ベ
ト
チ
ン
及
び
そ
の
製
剤

別
表
第
三
劇
薬
の
部
有
機
薬
品
及
び
そ
の
製
剤
の
項
中
第
九
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
十
七
の
二

（
二
Ｓ
）
e

四
・
四′
e

（
プ
ロ
パ
ン
e

二
・
二
e

ジ
イ
ル
）
ビ
ス
（
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
e

二
・
六
e

ジ

オ
ン
）（
別
名
デ
ク
ス
ラ
ゾ
キ
サ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
号

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
対
策
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
四
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
再
就
職
援
助
計
画
が
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
編
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
事
業
再
編
（
同
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
業

再
編
を
い
う
。）、
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
事
業
再
編
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
特
定
事
業

再
編
（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
再
編
を
い
う
。）又
は
同
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
認
定
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
（
同
法
第
二
条
第
二
十
九
項

に
規
定
す
る
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
を
い
う
。）に
伴
う
離
職
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
に
つ
い
て

は
、
当
該
認
定
事
業
再
編
計
画
、
当
該
認
定
特
定
事
業
再
編
計
画
又
は
当
該
認
定
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
の

写
し
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
四
号

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

太
田

昭
宏

›�
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